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   第１７回 篠山再生市民会議 会議録（要旨） 
（記録：行政経営課） 

■日時：平成２０年５月８日（木） １３：３０～１７：００ 
■場所：篠山市役所 第２庁舎 ３階 会議室 
■出席者：篠山再生市民会議委員（３名欠席） 

庁内調整会議職員 
■傍聴者：２名 
 
■会議次第 
１ 開会 
２ 協議事項 
 （１）第二次答申素案について 
 （２）当面のスケジュール 
 （３）その他 
３ 閉会 
 
■決定事項等 
 ・第二次答申第５章「施設の維持管理の改革にむけて」では、各施設に関する改革案を

表形式で記載する。またその際、重点的に議論した施設とあまり議論できていない施
設を区分して表示する。表現においては「廃止する」・「統合する」などのように、
可能な限り断定的な表現を使うことにする。以上の修正を行い、５月１６日（金）ま
でに分科会リーダーから事務局へ提出すること。 

 ・次回会議には第二次答申原案を提出するので、各委員は今回の第二次答申素案につい
て追記・修正などの意見があれば、５月１６日（金）までに事務局まで提出すること。 

 
■議事要旨 
２ 協議事項 
（１）第二次答申素案について 
  （Ａ委員）〔資料１を説明〕 
        資料名：「篠山再生計画（行財政改革編）」第二次答申案 

－各公共施設の具体的な改革案について－ 
 

  （議 長）〔資料２を説明〕 
        資料名：「篠山再生計画（行財政改革編）」第二次答申素案 
 
  （Ｂ委員）〔資料２追加資料を説明〕 
        資料名：「篠山再生計画（行財政改革編）」第二次答申の構成案（議長

メモに加筆） 
       行政の立場からではなく再生会議委員の立場において加筆した。 
 
  （Ａ委員）資料１の提出後、施設維持管理に関する分科会委員から次のとおり意見が

あった。 
       ①市役所庁舎前の駐車場については、イベント開催時にイベント来客者が

使用するため、来庁者が使用できないという事態が起きている。来庁者以外
の庁舎前駐車場の使用を有料化し、来庁者の使用は無料のままとする庁舎前
駐車場の整備をしてはどうか。 

       ②施設の具体案について、表現が穏やかになりすぎではないか。分科会で
議論した時のように踏み込んだ表現としてはどうか。 

 
  （議 長）施設の具体案については、もう少し踏み込んだ表現に修正をお願いしたい。 
       また、「公共」「管理運営維持」などの表現は、使用される箇所により異
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なる意味で使用されている場合があるので、１つの表現は１つのことを意味
するように表現の統一ができないか。 

 
  （Ａ委員）資料２の頁７に「地域密着型の補助金については、～（略）～、地域ブロ

ック補助金という形で統合」とあるが、地域ブロック単位での補助金の受け
皿は現実的に組織化できるだろうか。また、組織化ができたとしても地域ブ
ロック単位での補助金が実際に有効に機能するかどうかを検討しなければ、
ブロック単位での補助金が無駄になってしまうのではないか。補助金に関す
る分科会では、どの程度検討したか。 

       また、資料２の頁８④に「支所と自治会の双方の事務事業を集約し」とあ
るが、これは支所から自治会へ分権がなされるという前提があれば納得でき
るが、支所と自治会の事務事業はそもそも性質の異なるものであるので、「支
所と自治会の双方の事務事業を集約」するという記述は、表現に問題がある
のではないか。 

 
  （議 長）地域密着型の補助については、具体案を示し答申したいがそこまで議論で

きていないので、検討の方向性を示す形での答申素案としている。方向とし
ては現在の自治会単位から校区単位の自治組織へ移行していくことをイメー
ジしているが、市民が見て分かるような図をもって示したいと思う。 
資料２の頁６「補助金の改革に向けて」は、分科会の答申案に加筆・修正
し答申素案としており、全体をとおして見ると矛盾する点があるかもしれな
い。後日で構わないので、そのような点があれば意見をいただきたい。 

 
  （Ｂ委員）地域密着型の補助に関連して、市では現在の各自治会単位からまちづくり

協議会等の校区単位へ移行することは重要と考えている。校区単位の地域自
治組織と行政の関係については、校区単位の自治組織へ移行した場合のイメ
ージを図化している。 

 
  （Ｃ委員）校区単位の地域密着型補助金が実際に機能するかどうかは不明であるが、

分科会で議論した地域自治組織と行政の関係については、市で図化している
ものと同じイメージである。 

 
  （議 長）「支所と自治会の双方の事務事業を集約」するというのは、まちづくり協

議会等に事務担当者を１人設けることを前提に支所業務を地域に渡していく
ということか。 

 
  （Ｃ委員）まちづくり協議会等の地域自治組織に係る市担当者を支所に設けるという

意味である。地域に近いという理由から支所に担当者を設けるとしているが、
担当者を設けるのであれば必ずしも支所職員である必要はない。 

 
  （Ａ委員）支所に担当者を設けることは、施設維持管理に関する分科会で考える支所

の方向性と異なるので、調整が必要である。 
 
  （Ｄ委員）施設維持管理に関する分科会の支所案とは方向性が異なるので最終的には

調整する必要があるが、現在の自治会単位から校区単位の自治組織に変更す
る初期段階では、市の職員がその事務を補佐しなければ制度がうまく機能せ
ず推進できないのではないか。 
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  （Ｃ委員）この議論については、補助金に関する分科会において詳細まで議論できて
いないが、方向性としては校区単位自治組織へ移行していくという答申でい
いのではないか。 

 
  （Ｂ委員）まちづくり編での議論になると思うが、支所で行う事務と地域で行う事務

の線引きは必要と考える。 
       現在、地域自治区にしていくかどうかについての具体的な議論を市ではし

ていない。 
       校区単位自治組織の組織化については、現在１０の組織ができている。 
 
  （議 長）校区単位の自治組織へ移行していくことについて、市民会議では概ね合意

が得られているのではないか。補助金を校区単位の自治組織へ集約して交付
することに実効性の面で懸念はあるが、集約することによる削減効果は確実
にあるので、地域密着型の補助金は地域単位の自治組織へ一括交付するとい
う形で答申したい。なお、市全体に関わる補助金については、自治組織への
一括交付には含めず、申請主義とするように答申する。 

 
  （Ｅ委員）現在、まちづくり協議会へ補助は出されているか。 
 
  （Ｂ委員）新たにできた組織なので、現在のところ補助はあまり出ていない。 
       （篠山市まちづくり協議会活動支援補助金交付要綱に基づき、設立又は設

立当初の協議会運営経費について５万円の補助を出している。） 
 
  （議 長）校区単位自治組織と支所の関係は議論に至っていないので、具体的内容に

ついては答申しない。校区単位自治組織に係る市の担当者については、校区
単位自治組織と市役所の橋渡し的な役割に過ぎず、支所が残っているのであ
れば支所職員をその担当にあてるという程度の書き方とする。 

 
  （Ｆ委員）施設維持管理に関する改革案については、「検討課題を提示し、それがで

きないのであれば廃止とする」という答申にしてはどうか。そのような答申
でなければ、施設数は減らない。 

 
  （Ａ委員）具体案が書ける施設については、具体案を書く。具体案が書けない施設に

ついては、答申にでてくる施設に関する検討の３段階の検討を行うこととす
る。 

 
  （議 長）分科会リーダーとＦ委員を中心に、具体案の表現を断定的な形に修正する

調整をしていただけないか。また、施設の一覧については、重点的に議論し
た施設とあまり議論できていない施設を区分し、重点的に議論した施設を優
先して表の上段にもってきてはどうか。重点的に議論した施設はどれである
か。 

 
  （Ｆ委員）断定的表現へ変更することと併せて、重点的に議論した施設についても分

科会リーダーと協議のうえ報告する。 
 
  （Ｃ委員）施設の一覧を見ると有効活用できない場合は廃止するという施設が多数あ

る。また、地元が使用する公民館等については、地元への移譲となっている
が、市の財政が逼迫している現状からすると、これらの施設を移譲ではなく
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民間へ売却とする必要はないか。 
 
  （Ａ委員）現在地元が使用している施設については、地元への移譲が最優先である。

施設の老朽化が激しい、また自治会内に同様の施設がある等の理由により地
元自治会が施設の移譲を受けない場合があるが、その場合は市が施設の活用
方策を考え、活用方策がない場合は売却とする。 

 
  （Ｃ委員）自治会内に同様の施設がある場合は、無理に移譲せず売却してはどうか。 
 
  （議 長）第二次答申で施設の売却について具体的に答申することはできないが、市

有財産の売却を含めた有効利用について今後の検討課題であることを答申し、
歳入の増加方策の一つとして今後議論したい。 

 
  （Ｂ委員）現在、売却する市有財産をリストアップし売却を進めている。公民館など

の規模の小さな施設についても、活用法のない施設については売却の方向で
進めたいと考えている。 

 
  （議 長）農家高齢者創作館については、どう書くべきか。 
 
  （Ａ委員）農家高齢者創作館と王地山陶器所華工房については、伝統文化の継承・保

護が目的であり、その目的が達成されているか否かにより判断すべきと考え
る。その視点で考えると、農家高齢者創作館は目的どおり活用されているが、
王地山陶器所華工房は目的どおり活用されていないと思われるので、廃止で
よい。また、伝統文化の継承・保護していくべきものについては、投資して
でも取り組むべきものと考えるが、市で取り組むべきものか民間で取り組む
べきものかについては検討する必要がある。 

 
  （議 長）設置目的の重要性や設置目的を達成できているかどうかを検討するのでは

なく、まずは施設の利用状況等から施設自体が有効に活用されているかどう
かを検討すべきではないか。 

 
  （Ａ委員）王地山陶器所華工房については、施設は有効に活用されていないのではな

いか。農家高齢者創作館については、施設は有効に活用されているといえる
が、他施設と統合できないかなどについては検討の余地がある。 

 
  （議 長）農家高齢者創作館については、検討課題がある施設として答申する。 
 
  （Ａ委員）保育園、幼稚園、小中学校の統合については、具体的名称を市の計画どお

りに出しているが、第二次答申を見た市民の方が市の決定事項として捉えて
しまわないか懸念される。 

 
  （議 長）市の計画は公開されているし、今回の第二次答申に載せることにより議論

の契機となればよいので、第二次答申には具体的名称を載せる。 
 
  （Ｆ委員）篠山小学校について市の方針はあるか。 
 
  （Ｂ委員）篠山小学校については、現在新規建設をする予定はない。耐震性の問題に

ついては、必要があれば現在の校舎においても行う。なお、篠山小学校を篠
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山中学校跡地へ移転することについては、文化財保護の観点から規制があり、
一度限りの移転建設は認められるが将来老朽化した時に再度建設ができない
という問題がある。 

 
  （Ｆ委員）施設において黒字の場合があるが、その定義はどのようなものか。 
 
  （事務局）施設の収入から維持管理経費を差し引いた額である。 
 
  （Ｆ委員）累積赤字などは計算しないのか。 
 
  （Ｂ委員）通常は計算に入れない。 
 
  （Ｆ委員）指定管理で黒字になった場合は、どのような取り扱いとなるのか。 
 
  （Ｂ委員）黒字になった場合は指定管理者の収入となるが、次回の協定締結時に指定

管理料の見直しをすることとなる。 
 
  （Ｃ委員）斎場等の施設がある場合、地元自治会へ金銭面での助成があるが、その助

成金について減額の交渉をすることはないのか。 
 
  （事務局）現在、斎場・清掃センター・あさぎり苑について、そのような助成を地元

自治会へ行っている。施設の建設当時に地元自治会と取り決めをしている経
過があり、現在のところ削減についての議論は行っていない。 

 
 （２）当面のスケジュール 
   （議 長）次回５月２２日（木）は第二次答申原案を検討する。 
 
（３）その他 
  （議 長）神戸地方法務局篠山支局の統廃合について、篠山再生市民会議へ意見を伺

いたいとの手紙が届いている。 
       内容は、「柏原支局へ統合され廃止となる篠山支局を残すべきと考えるが、

再生会議委員の皆さんはどう考えるか」ということである。 
 
  （Ｃ委員）類似する事案として、ある運営委員会から市へ要望を行っていたものがあ

る。要望は、特定された内容における相談件数の増加に伴い、市においてそ
の相談を受ける専門員を設けて欲しいという内容であった。しかし、平成２
０年度には専門員は配置されず機構改革により担当者すら減少しているのが
現状である。事務のフラット化により人員削減ができることは分かるが、業
務の性質によってはそうでない部署もあるので、篠山市においてもそのよう
なことを配慮いただきたい。 

   
  （議 長）法務局の統廃合については直接関与できないが、篠山市においても施設の

統廃合は問題となっているので、統廃合を進める中においても必要な部署に
は人員を増やす対応をとるなどの検討ができればよいのではないか。 

 
 

 
 

－以上－ 


